
第３回王子駅周辺まちづくりガイドライン検討会 
議事録 

日時：2022 年７月 20 日（水）15:00〜17:00 
場所：北とぴあ 16 階会議室 
 
１．開会 
事務局 ・開会宣言 

・委員・事務局の変更の説明 
 
２．部長挨拶 
都市拠点デザイ
ン担当部長 

・開会挨拶 
 

技監兼鉄道駅関
連プロジェクト
担当部長 

・開会挨拶 
 

 
３．出席委員数の報告と資料の確認 
事務局 ・出席委員数の報告（会議の成立） 

・資料の確認 
 

会長 ・会長挨拶 
 
（１）オープンハウス型説明会等の実施報告 
事務局 ・配布資料 1 にもとづき説明 

 
会長 ありがとうございました。ただ今のご説明につきまして、ご質問、コ

メント等はございますか。 
 

委員 ご紹介いただいたアンケート結果ですが、P6 の 10 の戦略について、
発災時に備えたまちの災害対応の強化の期待値が一番低くなっていま
す。王子駅周辺の今回の開発対象地域というのは、地震及び水害に対す
る北区の対策強化地域になっております。戦略において、一番最下位の
ようになっていますが、区民としては、アンケート結果に関係なく、戦
略の優先度を高くしてほしいと思います。 

 
会長 全くその通りだと思います。我々もそこを留意していきたいと思い



ます。区民の皆様或いは区民以外の皆様のいろいろなお考えが分かり
ました。大体我々が、今まで議論してきたことと一致したことも多く、
またご指摘があったように、ちょっと我々とは認識がずれていること
があることも分かったと思います。それを踏まえまして、次の議題に行
きたいと思います。 

 
 
（２）王子駅周辺まちづくりガイドライン（素案）について 
事務局 ・配布資料 2・3 にもとづき説明 

 
4．議題 
会長 ありがとうございました。最後にお話がありましたように、次回 10

月の第 4 回が事実上この検討会でのガイドラインの取りまとめになり
ますので、大きな議論、疑問については、今日、何なりと仰っていただ
ければと思います。 

 
特に最後の方で 24 項目に渡る具体的な取組のプロジェクトが出て

まいりました。これについても忌憚のないご意見、ご質問をいただきた
いと思います。できれば今日は、全員の方から一回ずつ、ご発言いただ
きたいと思います。まずは、お気づきの点がおありの方から手を挙げて
いただければ、ご指名させていただきます。 

 
委員 今のご説明をいただいた中で、気になることがあったので、質問させ

ていただきます。 
 
まちづくりガイドライン素案の P53 の重点的な取組の中で、例えば

8 の補完道路の整備として、石神井川に遊歩道という部分。16 の RSS
を歩行者空間として利用し、石神井川の歴史を感じつつ、身近に水辺を
感じられるという部分。17 では石神井川の遊歩道を再整備すると書か
れていますが、この３か所は王子駅の中央口付近から見て石神井川の
どのあたりを指しているのか。王子駅から桜橋への遊歩道というのは、
改めて作っていただけるということなのか。遊歩道はウォーカブルガ
ーデンエリア内に限って遊歩道をつくられるのか。イメージを教えて
いただけませんか。 

 
事務局 補足でございます。まず、24 の重点的な取組の中にいくつか石神



 井川についての記載があり、具体的にどのような場所を想定している
のかというご質問かと思います。 

 
8 番の「補完道路の整備の中にある補完道路沿いには、石神井川沿

いの遊歩道と明治通りの間を」というのは、石神井川の遊歩道をダイ
レクトに指す施策ではないですが、16 番の RSS を歩行者の空間とし
て利活用というのは、現在ある RSS の場所についての話になっており
ます。 

 
17 番の石神井川遊歩道の再整備については、桜橋から溝田橋方面

へ抜けていくすべての範囲が先行実施地区の範囲となっておりますの
で、少なくとも、スクリーンで出ているこの範囲の中にある川沿いの
ところは、すべて対象になってくると考えております。その中でもそ
れに面するところの区画で今後建物の整備、開発が行われるときに併
せて、整備を行っていきたいといった内容になっています。沿線のま
ちづくりと連携してという意味では、具体的な範囲ではなく、この範
囲を対象として、できる部分から整備していくイメージで現在進めて
いるところでございます。 

 
委員 素案の P24 に自然・文化・歴史資源が豊かなまちとあり、石神井川

の魅力の部分と課題としてある部分がございます。魅力に「石神井川と
音無川」に関する記載があります。皆さんはどのように石神井川と音無
川を捉えられているのかが分からないのですが、王子駅の北口から上
流の方の音無親水公園、あれは石神井川の一部であり、なおかつ音無川
としております。 

 
一方で王子駅の南口、桜橋の範囲、ここは石神井川と呼ばれており、

水害を起こし、なおかつ水が滞留して悪臭が起きるところです。そんな
わけで、水辺を楽しむ、緑を楽しむというのは、どちらかというと音無
親水公園側で、東武ストア及び王子駅の間にある風景の良い部分を指
すのかと思います。一口に石神井川と言っても、王子駅の北口上流、王
子駅の南口下流では、まるで様相が違います。 

 
アンケート結果の中に、石神井川の悪臭については、いろいろと書か

れております。資料 1 の P8 を見ていただきたいのですが、右側のとこ
ろに川の臭気対策、石神井川が汚い、石神井川の悪臭は何年経っても改



善されない、南口の石神井川をきれいにしてほしい、汚い石神井川を見
たくないから等の意見があります。石神井川の暗渠化がなぜできない
のかということも P13 の中にあります。こちらにも石神井川の臭気対
策について、暗渠にできないのはなぜなのか知りたいと書いてありま
す。要するに石神井川、とりわけ王子駅南口、石神井川地域、ここも先
行する開発地域となっておりますが、ウォーカブルガーデンエリア内
のみが整備されたとしても、一歩ウォーカブルガーデンエリアから外
れると悪臭が漂う石神井川があるということになってしまいます。 

 
お願いしたいことは、石神井川と一言に言いますが、北口上流部分、

音無親水公園側付近、RSS と王子駅南口付近は別の扱いになろうかと
思いますが、是非とも王子駅南口下流の石神井川の悪臭対策にも真剣
に取り組んでほしいです。先程、ご紹介がありましたように、石神井川
の整備に力を入れて遊歩道を整備していただけるということですが、
あの匂い、足を引っ込めたくなるようなものですので、そのあたりをご
理解の上、対応していただければと思います。 

 
会長 長年の懸案事項でございます。この辺について、どう扱うか、次回ま

でにご議論いただきたいと思います。何かありますか。 
 

事務局 第２回の時にも、同様に石神井川についてのご意見をいただいたと
思います。上流と下流で様相が違う点については、我々としても認識し
ています。 

 
また、悪臭対策について、これは継続して取り組んでいく必要がある

課題であると受け止めておりますので、川の魅力をいかしつつも当然
地域の課題については、きちんと受け止め、対策をしてまいりたいと考
えております。すでにいろいろと手を尽くしてきましたが、これで終わ
りではございませんので、引き続き対策を検討していきたいと思って
おります。 

 
委員 ガイドラインという事業実施まで時間がある中での大枠としては、

数年来の議論の中でかなり絞り込まれてきており、率直にいい方向に
まとまってきたということを前提として感じました。その上で、２点
申し上げます。 

 



最初に脱炭素まちづくりの位置づけですが、まちづくりプロジェク
トのミッションの 19 に位置づけられています。これは、脱炭素と言
ってしまうとこういうことになるのかもしれないですが、例えばエネ
ルギーの地産地消とかも含めて考えていくと、極めて防災の観点から
も重要な位置づけになるものです。そういう意味では、P27 のまちづ
くりの戦略の４番目のところに明確に入ってくるべきではないかと思
う次第です。防災との関連性も含めて、脱炭素ということだけではな
く、王子駅周辺のまちづくりの中で、整備をしていくという考え方の
記載追加が非常に重要ではないかと思います。 

 
まちづくりの手法についても、それを重点的にやることによって、

手法の在り方も具体性が上がってくる。別の形のものを考え得ると、
スマートシティであるとかそういうかたちのものができるのか。最初
のまちづくりで話しましたが、いわゆる特区を活用したまちづくりに
ついても関連が出てくるかと思っています。ご検討いただきたいと思
います。 

 
２番目は、公民連携です。様々な場面で、商工会議所としては、観

光協会で公民連携をやらせていただいていますが、私たちが考えてい
る公民連携の必要性とは、持続可能なかたちをつくっていくこと、こ
こに尽きるのではないかと思います。持続可能性を確保するものとし
て、収益が上がることや収益性のいい開発ができるということ。民間
事業者を巻き込んだ公民連携の場合は、非常に重要ですし、それが再
開発等を含むまちづくりの手法に非常に絡んでいるのではないかと思
います。 

 
私の記憶が間違っていればご指摘いただきたいのですが、そもそも

この会議が始まる時には、まちづくりの手法の検討は、この場面でや
るという感じの話が書いてあったような気がします。今回のガイドラ
インでは、こういう書き方だけにとどめている。全体の流れとして
は、それで構わないのですが、公民連携のところに書いてあることを
変えろとかいうことではないですが、今申し上げたようなテイストが
入っていないと、非常に表面的な官民連携になる。言葉を選ばずに申
し上げますと、官側が考えている官民連携でしかないとなるのかなと
感じます。例えば、貫通道路が通った際に、区役所の道路を隔てて王
子駅側の開発が、これによって敷地にどういった制限をもたらすの



か。貫通道路をどういう扱いにすることによってどういうことが解消
されるのか。民側の論理もしっかりと踏まえた上で、官民連携全体と
して何かができてから官民連携するのではなく、再開発そのものを官
民連携でやっていくというようにしないと、なかなかうまくいかなく
なるのではないかと思います。 

 
それと同時に、飛鳥山の協議会にも出させていただいております

が、その時に申し上げたのは、官官連携ということでした。東京都も
いらっしゃっておりますし、技監も入っていただきましたので、そう
いうところも含めて、官官連携、官民連携という位置づけをしっかり
と進めていってほしいです。 

 
事務局 
 

１点目の脱炭素について、まずこのガイドラインの位置づけについ
ては、ご提案としてもう一つ上げて、戦略にも文言を並べるのが妥当で
はないかというご意見であったかと思います。脱炭素について、先程の
ご発言にもあったように、防災に非常に関連性が深いものということ
でミッション４の防災性の向上のところのカテゴリーに整理して置い
ているところです。プロジェクトではなく、戦略の方へ一言加えるとい
うご意見でした。 

 
全体の位置づけについては、公民連携のお話について、いろいろなご

意見、知見に基づくアドバイスをいただいたものと受け止めています。
ご意見を参考にしつつ、次回お示しさせていただきたいと思います。持
続可能性という、自立して運営をし続けていけるような仕組みづくり、
体制作りを、これが重要と思われる点でご発言いただいた内容と事務
局の思いは同じです。 

 
一方で、今我々が書いている内容が非常に表面的、一般的というとこ

ろは、ご指摘の通りかと思います。次回以降、どこまで具体的なかたち
でいただいたご意見を参考にしながらお示ししていけるかどうか、検
討させていただきたいと思います。 

 
会長 次回１０月までにそのあたりをご相談しつつ、協議できる内容を表

示していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 

委員 今日話を伺い、やっと会議自体がまちづくりのイメージを共有する



場として感じました。委員からも意見が出ましたが、そういったこと
を克服することを含めて、どういうまちづくりが王子にとっていいま
ちづくりになるのかというところのいいイメージを、どんなまちを作
っていくかを共有する場であってほしいと思います。 

 
30 年前から王子のまちづくりに、協議会組織を作って関わってき

て、北とぴあに関連して、いろいろ意見を申し上げてきました。王子
のまちで、リバーフロントの開発に関してかなり有効な方向性や、20
年前になりますが、リバーフロントのアメリカのまちを視察してきま
した。あのような整備された街中の川の状態を見て、ケアをしていく
ことが非常に素晴らしいと思いました。 

 
これから考えていかなければいけないのは、このまちのまちづくり

の実行力をどうやって担保していくかということです。このまま失わ
れた３０年４０年、私どもが何の手当もできなくて、商店街の会員の
中でも事業が成立しなくなってきている方が増えてきています。私ど
も会員もどちらかというといわば貸店舗、事業をやめてビル経営者に
なってきている。こんな方々にとって、これからこの状態をどのよう
に維持していくかについていえば、なかなか時間は許されておらず、
すぐに廃業して、商店街が住宅に変わったり、事業を廃業して空き店
舗になったりということがどんどんこれから進んでいくと思います。 

 
先程、公民連携の話がありましたが、具体的にどのように手当てし

ていくのか。やはり、実行力について言えば、まちづくりの中でどの
ように手を取り合って具体的にテナントのリノベーションなどを考え
ていくことが必要なわけで、まちづくりの中で、まちがこうなるから
こういうリノベーションをしていこうという取組をなるべく具体的
に、事業者がこういうことならできる、事業としてやれるというイメ
ージを持てるような方向性を明記していただければ大変ありがたいと
思います。時代が大きく変わろうとしている中で、変化への対応が求
められており、事業者の方々も含め、ある程度、きちんと同じチーム
でまちをどのようにしていくか、経済的な側面を含めて、どのように
するかを具体的にしていくことが喫緊に必要だと考えています。その
あたりのことを民間団体としてサポートしていこうと思っております
ので、公民連携の中でそういった知恵を出し合って考えていきたいと
思っています。 



 
委員 商店街の話がありましたが、商店街を見ますと、王子商店街だけを見

ても 15、6 年前ですと 160 店舗くらいありました。現在は 80 店舗を
切るくらいの状況になってきています。この資料を見ると、施策の殆ど
がハード中心に決めていますが、ソフト面も追加することが必要な気
がします。 

 
先日、商連の方でアンケートを取ったのですが、商店街で発行してい

るプレミアム商品券、10〜25％お得になるという商品券を定期的に発
行しています。始めの頃は、みんな買いに来たのですが、最近ではせっ
かく買っても使える店が無いから返金させてほしいという意見も出て
きています。商連として、消費者の方からアンケートを取った結果、商
品券を使えるお店が非常に無いということが１つ。もともとこの商品
券は商店街の振興のために発行されるものですので、大手のスーパー
やコンビニなどでは使えないわけです。そのために、もう商品券はいら
ないという意見が出始まっている。 

 
商店街のやめたところの殆どがマンションになっており、１階も店

舗にはなっていないマンションがどんどん増えてきている。15 年先の
話ですけれども、その頃には商店街はもう無いのではないかという気
がしてならないです。その辺でこんな風になるよというご指摘をいた
だけたらありがたいと思っています。 

 
会長 ソフトであると同時に都市計画のハードでも関係するところです。

それについて、いかがですか。 
 

事務局 
 

まちづくりの計画というところで、まずはハードの話が中心に進ん
でいますが、地元で昔から事業をされている方々抜きには進んでいか
ない話です。産業振興の側面とまちづくりの施策をどのように連携し
ていくかは、官官の連携または区の中の連携で、今回のまちづくりの計
画と産業振興の施策をどのように絡ませていくか。ソフト的な取組と
しては、現時点でここに具体的に書くようなことではありませんが、考
えていく必要があると認識はしています。 

 
お示ししているガイドラインのプロジェクトの中で、現在、とりあえ

ず先行実施地区の部分だけ詳しく書かれていますが、まだ詳しく書け



ていない既存ストックを活用した機能更新のようなプロジェクトの部
分がございます。こういったところは、既存の市街地に対してどれをや
ってそれをリノベーションしていくかといった内容になってきますの
で、今後、まだ具体化していないプロジェクトについては、具体化して
いく中で現在の産業振興との関わりについても深めていけたらと思っ
ております。 

 
会長 重要なところだと思います。ありがとうございました。 

 
委員 北産業連合会という名前になっていますが、工場業界の集まりで

す。小さな工場から大きな工場まで、北区の王子周辺も今の再開発の
中心になっているところであり、渋沢栄一さんが製紙工場を作った王
子製紙、十条製紙の社宅があった場所がちょうど東武ストアになって
います。私は、このあたりの王子中学へ通っていましたが、そこの同
級生も沢山おり、十条製紙に勤めた方たちがそこに住んでおりまし
た。鉄筋コンクリート４階建てくらいの住宅が沢山建っていました。
王子にも工場が沢山あったのですが、どんどん無くなり、王子では製
造ができないということで撤退してきたのだと思います。溝田橋のと
ころは、JT（日本たばこ産業）がありましたが、そこも 30 年位前に
閉じて無くなり、あとはキリンビールの工場も石神井川沿いにありま
した。どんどん工場が無くなっていき、今はキリンビールの工場の跡
地は日刊スポーツと読売新聞の印刷工場になっています。 

 
まちづくりガイドラインがつくられると工場がどんな規制を受ける

のかというのが真剣な悩みです。この中にも私どもの会員で印刷機が
３台ある印刷工場などが何社かあるのですが、再開発された時にガイ
ドラインができると、どんな規制を私どもが受けるのかが一番の心配
事です。なるべくみんなが納得して、明るく暮らせるようなまちにな
ればいいと思っています。 

 
水と緑豊かなという記載があるが、それって何なのか。緑が沢山あ

るということなのか水に触れられるということなのか。現在触れられ
るところは親水公園しかないですが、水というのはもともと怖いもの
だなと。石神井川の飛鳥山の下に隧道ができており、石神井川は、子
どもの頃によく氾濫しており、王子駅へ行くのに靴を脱いでズボンを
まくって、学校へ行ったこともございます。王子駅の下で直角に曲が



っていたものをまっすぐ飛鳥山の下に隧道を作り、バイパスのような
ものを作ったものです。駅前の中央口のところももともとは氾濫して
いた川であり、それを直すために隧道を作り、親水公園にしてという
ことになっています。あのあたりも水と触れ合えるように、親水公園
になれば良かったのにと思っておりました。 

 
ガイドラインは、なるべく私どもの会員にとっては、規制にならな

ければいいということが意見であります。 
 

事務局 
 

今回、６つのエリアということで、各エリアの特性、まちづくりの方
向性などを書かせていただいていますが、これが即座に規制につなが
るというものではありません。今後の都市計画の中で、用途地域などに
対しては参考にしていくものですが、工場を運営されている方が、今後
運営ができなくなるようなことに即座につながるものではございませ
ん。 

 
また、次世代住・工複合エリアという工場機能が一定程度残っていく

ようなエリアも存在するという認識で我々もおります。なるべくこの
ガイドラインがどのようなかたちでみなさんの実際の事業なり、生活
に影響していくものなのかというところはもう少し分かりやすく、伝
えられるように考えていきたいと思います。 

 
会長 新しい視点だと思います。それをこれから考慮していきたいと思い

ます。 
 

委員 これまで２回、ガイドライン検討会に参加させていただきました。今
回３回目ということで、皆様からいろいろな思いを聞かせていただき
ました。 

 
我々も、この地域にサンスクエアという形で身を置いている立場と

して、やはり同じようにこの場所の再開発にあたって、今よりももっと
良い形になっていくことを強く願っています。そのためには、どのよう
な形が最適かということを我々もしっかりと考えていきたいと思って
おります。今後とも引き続きよろしくお願いします。 

 
委員 交通事業者として、共通の課題ということで、コロナ感染拡大の第７



波ということで行動制限はないという前提ではありますが、コロナに
よってお客様の行動に大きな変容が生じ、我々自身がこの変化にいか
に対応していくかを考えなければならないということ。また、先程、委
員からもお話がありましたように、まちづくりを進めていく中でも関
係者間においても変化に対応しないといけない前提がある中で、王子
駅周辺まちづくりガイドライン素案の資料を拝見しました。 

 
私どもの意見としては、ガイドラインの P60 に王子駅まちづくり整

備計画の重点整備地区の整備を先行的に進めていくエリアという中
で、重点的な取組のメニューとして、7 番目の駅周辺まちづくりに伴う
JR 中央口の駅改良、21 番目の東西通路による高台避難ルートの検討と
いうものが掲げられています。鉄道事業者としての当社の役割として
は、現在この辺りにありますが、お客様のご利用状況と将来の周辺開発
に伴う様相をしっかりと見据えた中で、こちらはスケジュールにて検
討事項として示されておりますが、必要な検討を関係者間で進めてい
くことが我々の役目だと認識しております。今後とも引き続き関係委
員の皆様にはいろいろなご意見など仰っていただければと思います。 

 
委員 都電荒川線の事業者として出席しています。荒川線は、唯一の都電

で地域の皆様方に足としてお使いいただいています。 
 
今回、王子駅周辺まちづくりの中で、駅の中で都電の軌道が東西通

路と関わってきてしまうとのことです。このスケジュールで申し上げ
ますとガイドライン P60 の 21 番、東西通路の高台避難ルート検討に
非常に大きく関わるのかと思っております。新幹線や JR、都電という
限られた空間の中で、どのようなかたちでルートを設定できるのか、
交通局の立場からご協力できる方法を北区とも連携して進めていきた
いと思っています。 

 
また、交通局としましては、駅前の都バスに関してもいろいろとご

意見をいただいています。一方でガイドラインの中に具体的に交通事
業者、バス事業者の意見も反映していただきたいので、ガイドライン
を実行に移す段階で関係機関との調整を進めていきたいと思っていま
す。 

 
会長 バスについてのご指摘がありましたが、事務局として何かございま



したらコメントをいただきたいです。 
 

事務局 
 

バスに関して、アンケートの中でもバスに関する意見はいくつかみ
られました。比較的、バスが充実しており、区民の足として重宝され
ていることを再確認したところです。例えばガイドラインの P30、戦
略４としては、分かりやすく利用しやすいバス等の乗り場の形成な
ど、上流の考え方として提示させていただいており、現時点では先行
実施地区での内容としては、具体的にバスをどうするかはまだ挙げて
いません。どこのエリアでどのタイミングでバスに関する施策を具体
化していくかについては、引き続きご相談させていただきたいと思い
ます。 

 
一方で、今回ご提示したのが P38 のコネクティング・コアです。交

通結節機能の強化の中では、北口・中央口・南口と王子の特徴として
駅前が分かれていますが、その中の役割分担として、路線バスに関し
ては北口だと認識しています。現状としては、明治通り沿いにバス停
がずらっと並んでおりますので、そういったコネクティング・コアを
どうやって作っていくかをこれから詰めて参りますので、その中で時
機を見て、対応させていただきたいと思います。 

 
委員 先行実施地区の位置付けを踏まえ、北区新庁舎建設予定地の譲渡に

向けて区の皆様と協力しながら、しっかり進めていきたいと考えてい
ます。 

 
また、重点的な取組の中にも、いくつか協力していく部分もありま

すので、こちらの方も引き続き、しっかり取り組んでいきたいと考え
ていますので、よろしくお願いします。 

 
委員（都職員） 王子のまちづくりでは、いろんな取り組みや施策があり、いい方向

にいい形になっていると思います。 
 
石神井川に関係する話がいくつかあります。資料の中にも歩行者が

楽しめる回遊性や水と緑の豊かな空間と記載されています。先程、隧
道の話がありましたが、そちらが現在の川の本川となっており、迂回
している部分は旧川という位置づけになっています。古い川と言いな
がら、今も河川として運用しているところもあるので、その部分で何



か整備を行うのであれば、個別に管理者の協議が必要かと思います。
前回もお話があったと思いますが、現状としては急には厳しいと思い
ますが、どういう風にするのかというところをベースに協議させてい
ただければと思います。喫緊にガイドラインに出すまでに必要な協議
なのか、出た後も引き続き検討する内容なのか、確認の意味も含めて
示していただきたいと思います。 

 
会長 この件につきまして、都と区の方でしっかりとご議論いただきたい

と思います。区民の方の関心が非常に高いようですので、よろしくお
願いします。 

 
委員（都職員） 前回のガイドラインの案から、だいぶ進んだような感じがします。

内容についての発言ではないので、事務局からの回答は要らないので
すが、編集の中身でいつも気になっているところがあります。 

 
P53 以降の重点的な取組の中で 24 項目あります。ここで見ていく

と、実は「整備します」と「検討します」が混在しています。整備し
ますは、整備するのだろうと受け取りますが、逆を言ってしまえば、
検討しますは、検討するだけで、できなければやらないのかという話
にならないような提示方法が必要かと思いました。 

 
特に、重点項目の５、バリアフリーの関係がありますが、これは、

是非実現してほしい。これからは高齢社会と言われている中で、乗換
ルートとしてメトロの段差解消は当たり前の話であって、駅前広場を
改善していこうという話の中で、今回行わなかったら、多分できな
い。そういった意味では、検討しますではなく、整備しますくらいの
勢いで言った方が良いと思います。他のところを見ると、検討します
では辛そうだなというのが見え隠れしています。これは、事務局の方
で考えた方が良いと思います。 

 
それと P47、48 の事業手法の例が描かれているのですが、これは

マニアックだなと思いました。これは行政側が使うようなものが羅列
されており、どれを当てはめるかは北区や東京都が考えるだけの話で
あって、地元の方がこれを見てどれがどれに影響するのかということ
は知らなくてもいい気がします。これは事務局の方で、編集するかど
うかも含めて、ご検討していただきたいと思います。 



 
会長 非常に貴重なアドバイスをいただいたと思いますので、事務局の方

でよろしくお願いします。 
 

委員（都職員） P58 の 21 番に東西通路による高台避難ルートの検討とあります
が、この高台ネットワークというのがこれから王子に新しく入ってく
るもので、貫通道路と併せて、大きく車の流れも人の流れも駅前をウ
ォーカブルにしていくための大きな材料かと思います。有事の利用を
想定して整備するのですが、その時しか使われないのではなく、通常
時はどう使うのか。例えば、駐輪場の話がこの項目にありますが、新
しくできる区役所周りにも駐輪場を設け、ここに設けるということ
は、デッキネットワークを使って駅にも直結して人が行けるようなこ
とになるかと思います。是非、実現させるためにはどうやっていくの
か、前向きに検討していただきたい。 

 
先程、JR からもあったように、コロナ禍により、人の流れや動きな

どいろいろあるわけですけれども、ずっとこのままではないだろう
し、コロナ禍を経て、働き方など、王子の駅周りにも変化があるの
か。駅の周りのどこかでスペースを取って、仕事をする人もいるかも
しれないし、その際にどういう機能が必要かも考える必要がある。 

 
P48 に補助メニューが紹介されているが、窓口にもなっているの

で、いつでも相談にも応じるため、検討をお願いしたいと思います。 
 

委員（都職員） 土地利用の観点から何点かお話しさせていただきます。 
P49 の整備計画ですが、今回は事前にお話をさせていただいて、適

宜、整備計画は改定を行うと聞いています。また、戦略２章について
は、地域の方々のご意見も踏まえて、網羅的に書いてもらったと思い
ます。開発をふまえて都市計画にのせていくサイドから考えますと、
整備計画の内容の充実が今後必要になるかと思います。民間の開発を
うまく誘導していかなければいけないので、先程、脱炭素の話があり
ましたが、緑の誘導等については、民間の敷地の記述が少ないと思わ
れますので、民間開発について、地区全体において充実していき、低
炭素に向けての実践などをしっかりとやっていくということを是非記
載をしてほしいです。 

 



あとは、P57 の景観形成についてですが、どうしても駅前のところ
は高度利用で開発することが想定されるなか、飛鳥山からの眺望を保
全するというのは、区の景観計画の方にも記載されているので、大事
なポイントだとは思います。うまく駅前の開発と両立できるようなこ
とを考えなければと思います。 

 
ここの戦略に描かれている重点項目は、今後、開発を想定して、具

体化をどんどん進めて、整備計画が充実したかたちで都市計画が迎え
られるように、是非東京都も協力しますので、そのような形でよろし
くお願いします。 

 
会長 今年度のガイドラインの中で書き込んでおくべきこと、書き込んで

おかないとこの後の都市計画が進まない恐れがあるので、是非盛り込
んでいただきたい。ご相談いただいて、盛り込む方向でご検討いただ
きたいと思います。 

 
オブザーバー 本日のガイドラインの中で、先行実施地区の取組について、北区は

重要視されているように思いますが、委員の皆さんからもご意見があ
りましたが、防災の観点から高台まちづくりの実現という観点で、
P60 の 21 番の東西通路による高台避難ルート検討や 7 番目の駅周辺
のまちづくりに伴う中央口の駅改良、こういうものを実現させ、先行
実施地区を完了させる意味で重要なのではないかと思います。実現性
を模索していただけたらと考えております。 

 
もう一つ、王子の魅力とは何なのだろうかと考えますと、こちらも

委員の皆様からご意見があり、課題にもなっているかもしれません
が、バス機能が集まっていることは、非常に王子の魅力となっている
のではないかと思います。ただこちらを今のままで放置すると、どん
どん課題になっていくことも考えられますので、こちらは先行実施地
区ではないけれども、ガイドラインの長期的視点でまちづくりをとい
う話がありますので、実現策をどのようにやっていくかを北区の皆様
にご検討していただきたいなと思います。 

 
会長 大変参考になるご意見をいただきました。 

 
副会長 ガイドラインについて、説明をいただきありがとうございました。



全体の枠組みから、個別の具体の施策まで、いい形でまとめていただ
けたと思います。今後、ガイドラインが公表されていく上で、できる
だけ誤解されないように、しっかりと区が作りこんだプランについて
ご理解いただけるようにという意味で、いくつかお話しさせていただ
きます。 

 
1 つは、P37 の「ウォーカブルガーデン」と「コネクティング・コ

ア」のイメージのイラストについてです。この表示だと、どちらもエ
リアを表示しているように見えてしまいますが、本文中には「…施設
や機能を「コネクティング・コア」と位置付ける」とのことなので、
このあたりの誤解を生まない工夫は必要かと思います。 

 
この先のページを見ると、ウォーカブルガーデンという言葉はよく

出てくるが、コネクティング・コアという言葉が具体的に文章の中
で、これ以降あまり出てこない気がします。せっかくコネクティング
コアという考え方を提起されたのですから、P38 の説明だけでなく、
後段の 6 章や 7 章の説明の中にもキーワードとして盛り込めば、具体
の施策との関連がよりはっきり明示できるのではと思います。 

 
それから、これも表現の話なのですが、P43 の将来都市構造図で青

の両矢印で囲まれている部分についてですが、これは P42 の「南北の
道をつなぎ、ウォーカブル・ガーデンを支える道路」及び、Ｐ５１の
「南北交流軸と東西防災軸を結ぶネットワーク」と同じ道路のことだ
と思われるので、それがわかるような工夫が必要と思います。例え
ば、Ｐ５０の本文で「貫通道路」という名称を与えているので、ほか
の図にもこの表現を追記すれば、同じ道路のことを言っているとわか
るのではないでしょうか。また、Ｐ４２やＰ４３の図では、緑の点線
が表記されていることから、こちらが目立ってしまい、歩行者専用道
と誤解されやすいかと思います。ゆったりとした歩行者空間と自動車
交通機能を兼ね備えた道路であることが感じ取れれば良いかと思いま
す。 

 
P46 と P60 にそれぞれスケジュールを示していただいていますが、

P46 だけを見ると、新庁舎の整備完了までに終了するプロジェクトが
ない、新庁舎完成時には何もできていないかのように読み取られはし
ないかと感じました。P60 を見れば、それまでに完了するプロジェク



トもあるので、P46 でもそれを感じ取れるようにしていただけるとい
いかなと思います。 

このガイドラインで具体の整備計画まで示されたわけですから、そ
れぞれのプロジェクトがどのような順番で出現するのか、平面的な位
置関係の中で順番がイメージできるとわかりやすいかと思います。
P39 で「拠点形成エリア」を示し、P49 で「拠点形成エリアを先行実
施地区とする」と本文に書かれているので、この「拠点形成エリアを
先行実施地区とする」との記述をどこかで見出しにするなど強調する
ことで、まず新庁舎ができて、中央口からサンスクエア付近に広場機
能が形成され、貫通道路も整備され、その後に、多くの方にとって関
心の高いバス乗り場の再編など北口広場側の整備に取り掛かるという
ような、おおまかな整備の順番がすんなりと理解されるといいかなと
思いました。 

 
会長 事務局からのコメントは、後ほどまとめていただきたいと思います。 

 
副会長 本日は改めて地元の委員の方々の話をお伺いし、私なりに考えたこ

とについて、資料の修正などの上で参考になればと思い、5 点ほどお伝
えしたいと思います。 

 
前半で、地元の関係諸団体の委員の方の話を伺いましたが、鋭いご指

摘をされていると思いながらお聞きしておりました。１つは、公民連携
について、このガイドラインを誰がどこでどうやって調整して、整備計
画を実施していくのかが明記されていないと思います。その点につい
て、具体的なイメージを持って資料の内容を充実して頂きたいと思い
ました。資料３の P26 にまちづくりのコンセプトが掲げられています。
結局、この王子の歴史は、都市構造的に都市基盤が入り組んで非常に複
雑な地区としての成り立ちを持ちます。東京崖線の北の端にあり、明治
通りが下りてきて、都電が走り、地下は石神井川が走り、首都高速が走
り、JR があり、新幹線がある。こんな複雑な構造の地区は日本でもあ
まりないのではないかと思います。ただ、このような複雑な構造だから
こそ人が集まり、地元の方々が、或いは先代の方々が一生懸命にまちを
つくられてきて今日の王子があるのだと思います。複雑な都市構造の
ために抱えている長年の問題を今回のガイドラインを契機にして、解
いていくためのハード系を中心にした計画になっていると思います。 

 



ただ、ハード系を中心にした計画の中にありながら、P26 のまちづ
くりのコンセプトは「王子共創」とされています。ハード系の整備を対
象にしている言葉でなく、こういう構造のまちにしたいというコンセ
プトを表す言葉でもありません。「王子共創」という言葉で、みんなで
作っていくということを掲げている。「王子共創」の意味は、複雑な都
市構造の下、地元の人たちが一生懸命協力し合ってまちをつくってき
たという思いが込められているのかと思いながら、委員の方々の話を
聞いておりました。この「王子共創」という言葉を P26 に持ってこら
れていますが、この後の頁にはこの言葉が全く出てきません。この後の
頁は、殆どがハード整備の内容で、問題がある都市構造をどう整え直す
かという計画が中心となっています。冒頭に「王子共創」を掲げるので
あれば、「王子共創」の考え方に基づいて、王子の地域社会を踏まえた
上で、ハード整備を誰が、どうやって調整していくのかの具体的なイメ
ージを共有できる内容を後半部で描いて頂かないと、プロジェクトが
この後立ち行かなくなるのではないかという危惧がります。おそらく
そうした内容が入ってくるべきなのが P44、45 あたりなのですが、こ
こに記載の公民連携のイメージは、どこのまちにも当てはまる一般的
な図として描かれています。このレベルで良いのかと、正直なところ疑
問です。王子のまちに既にいろいろな組織がある状況を想定した上で、
区と都と国とがどのように協力していくのかを頭の体操をして、シミ
ュレーションをして、そこで想定される内容をここにフィードバック
させて、具体的なイメージとして落とし込んでいただきたいと思いま
す。これでは、あまりにも地域構成を反映しないままに、ただ一般的な
図を入れているだけのような印象を持ちます。P44 ページ以降 P45 の
ところから、「王子共創」というコンセプトに基づいて、もう少し具体
的に地域特性を想定し、この後のページに続く整備計画を進められる
体制をつくっていくための道標になるようなページにして頂きたいと
思います。ただ、ここに具体的な組織の名前を入れるとなると、これか
ら関係者と調整していかなければいけませんが、そこは是非頑張って
ほしいと思います。 

 
また、6-1 のまちづくりの進め方に「協働体制」や「連携」と言った

言葉が混在していますが、本来は「王子共創」の「共創」という言葉を
ベースとするのではないかと思います。コンセプトに敬意を払うとす
ると、P45 に多様な主体との連携とありますが、ここも「共創」にして
もよいのではないかと思います。このページになると一般的な用語が



出てくるので、ここは「共創」というコンセプトを王子なりに深めて、
拘って、そのための体制をまずつくり、それからプロジェクトに着手す
ることを考えないと、全て行政が調整しますというように読めます。 

 
２つ目は、ハードに偏った計画内容になっている点です。アンケート

の P5 のところを見ると、一番問題だと思われるのは「魅力ある商業施
設が不足している」こととあります。これが一番の区民の思いなのかと
思います。一方、商業事業者の立場からは、将来が不安だという発言を
されている。区民側から見て、魅力的な商業施設がないことが問題だ
が、商業事業者側からは、将来に懸念があるという話が出ています。こ
の 2 つの問題を重ね合わせると、今後このまちのソフトをどう考える
かが課題と思います。今後、この整備計画に基づき、ハード整備が進め
られた後に、ソフト施策の出番が出てくると思うのですが、或いはハー
ド整備を進めながら、並行してソフト施策に力を入れていかないと、魅
力的な道路が整備されても、地元商業事業者の方がいらっしゃらない
事態にもなりかねないことが危惧されます。今の計画案ですと、商業の
イメージが持ちにくいと思います。整備計画の内容の殆どがハード整
備ですが、ソフト施策も加味していただくなど、アンケートの結果や、
委員の方の発言を汲んで頂く必要があるのではないか、との印象を持
ちます。 

 
3 点目は、エリアの設定をもう少しわかりやすくしていただく必要が

あると思います。P43 にウォーカブル・ガーデン、６つのエリア、P59
には先行実行地区とあります。この３つの関係性がよく分からずにお
ります。記載されているページが分かれてしまっています。P37 の概
念図が非常に抽象的で分かり難いと思います。この線が何を意味して
いるのかが分かり難いと思います。関係を１枚で示すべきと思います
が、実際の地図を下地にした図を描いていただき、そのエリアをある程
度明示したものとして示し、今後の方針なりに関係したものとして読
み取れるのではないかと思います。円と線だけで、抽象的に描くのでは
なく、ある程度、方針となり得るような、また考え方を皆さんで共有し
ていくのに役立つような図にした方が良いのではないかと思います。 

 
4 点目は、P4 ですが、このガイドラインは 30 年後を見据えたまちづ

くりである、と記載されています。30 年後の実現を目標にする計画は、
あまり聞かないように思います。都市計画は大体 10 年後、長くても 20



年くらい先を見据えた計画になっていると思います。30 年後と言われ
ているので、長期の計画なのだと改めて思いました。ただ、30 年後ま
でも現在の社会経済情勢が維持されるとは思いませんので、5 年に１
回くらいのスパンでガイドラインを見直していく必要があるのではな
いかと思います。ガイドラインの骨格は維持しながらも、そのくらいの
スパンで、社会経済情勢の変化を踏まえて見直していく、ということを
この中に明言されてもよいと思いました。その方が将来的に実現可能
性が高くなる気がします。 

 
5 点目ですが、P60 に非常に重要なスケジュールが書いてあります

が、グランドデザインの中にもこうしたプロジェクト群を描いていた
かと思います。また、凡例に「取組施策」と「誘導施策」との記載がい
きなり出てくるように思いますので、そのプロジェクト群との関係を
踏まえながら、それぞれの施策について、だれがどのように実現する施
策なのかということを補足していただく方が、検討会のメンバーの
方々に施策実現に協力していただくことにつながっていくのではない
かと思います。そのあたりを少し親切に書いていただければと思いま
す。以上です。 

 
会長 どれも非常に大事なことだと思います。私からも簡単に２つだけ申

し上げたいと思います。 
 
「ウォーカブル・ガーデン」という言葉を今回ご提案いただきました

が、１回目に私の方から、ウォーカブルを超える言葉の概念を打ち出し
てほしいと要望をして、答えていただいたのですが、素晴らしいと思い
ます。特にガーデンというのは、飛鳥山や親水公園では感じられるけれ
ども、駅前広場のあたりでは全く感じられない。ガーデンという概念を
あえて打ち出すことで、目標ははっきりしたと思います。ガーデンのよ
うな駅前広場、駅周辺のエリアにすると区民にはっきり宣言したとい
うことなので、かなり強い宣言をされていると思い、私は、強く支持致
します。 

 
もう１点、私だけが感じているのかもしれませんが、P26 を見ると

全体構成の話で、下の方で基本方針があり、その下に王子共創の下にミ
ッションがありますが、基本方針とミッションの関係性がよく分から
なくなっています。基本方針を通って、王子共創の箱を通ると下にミッ



ションがありますが、王子共創を通ることで何が変わるのかがよく分
からず、特に P27 を見ると、（１）交通拠点機能の強化、これは基本方
針ですよね。でも、そこにはすでにミッション、駅前を歩行者に開放と
あるから、どうも基本方針の４つとミッションの４つは、それぞれ始め
からペアになっているので、何も王子共創を間に挟む必要もないよう
に見えてしまう。つまり、このガイドライン全体の構成として、基本方
針とミッションを分けて提示することにどれほど意味があるのか、読
者に複雑なガイドラインだなと思わせてしまっているのではないかと
思います。限られた枚数のガイドラインなので、もう少しすっきりとし
た構成でも良かったのではないかなと思いました。もし私が誤解して
いたら申し訳ないのですが、ご検討いただきたいと思います。 

 
ということで、両副会長から貴重なご発言がいただけたので、検討し

ますということであれば良いのですが、何か今の段階でお話しいただ
くことがあれば、よろしくお願いします。 

 
事務局 
 

いただいたご意見については、特に事務局として、補足で説明すると
ころはございません。すべて尤もな話かと思います。どの内容について
も、次回第４回に向けて努力させていただきたいと思います。よろしく
お願いします。 

 
最後に会長が仰ったミッションについてお話しさせていただくと、

P25 で基本方針まではグランドデザインで決まっていたところがあ
り、その流れを受けてコンセプトとミッションを追加した構成である
ため矢印が通り抜けているような表現になってしまっていたという経
緯がありました。分かりにくいところがあるというのは、仰っていただ
いた通りかと思いますので、引き続き表現について、分かりやすくなる
ように工夫していきたいと思います。 

 
会長 読者にとって分かりやすい表現をよろしくお願いします。全体を通

して、どうしてもというご発言がありましたら、承ります。よろしい
でしょうか。 

 
それでは、本日、非常に多くのご意見をいただきましたので、事務

局におかれましては、次回の委員会までにしっかりとご検討をいただ
いて、必要なご相談をそれぞれしていただいて、次の検討会を行いた



いと思います。 
 

 
5．閉会 
事務局 ・閉会の挨拶 

・第 4 回検討会は 10 月 19 日開催予定である旨連絡 
 


